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大津市選挙管理委員会規程第１号 

大津市公職選挙法に基づく選挙運動に関する規程（平成７年選挙管理委員会規程第１号）の一部を次のように

改正する。 

  令和３年６月15日 

  大津市選挙管理委員会 

                         委員長  北  井  征  曉 

第３条の５第１項中「、その印を押し」を削る。 

 第37条第４項中「、押印の上」を削る。 

様式第１号の２中 
「候補者届出政党名 

 又 は 党 派 名」
を「党 派 名」に改め、「㊞」を削り、同様式に備考とし 

て次のように加える。 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本

人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 様式第１号の４中 

「 

 第   号 

 

       年  月  日執行       選挙 

 

選挙運動用ビラ証紙交付票 

 

候補者氏名          ㊞ 

 

大津市選挙管理委員会  印 

 

 

                                                    」 

を 

「 

 第   号 

 

       年  月  日執行       選挙 

 

選挙運動用ビラ証紙交付票 

 

 

 

市 章 
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候補者氏名            

 

大津市選挙管理委員会  印 

 

備考 候補者本人が証紙の交付を受ける場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が交付を受ける場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありま

せん。 

 

                                                    」 

に改める。 

様式第３号中「㊞」を「印」に改める。 

 様式第９号及び様式第10号中「㊞」を削る。 

 様式第11号を次のように改める。 

様式第11号（第18条関係） 

 

選 挙 公 報 掲 載 申 請 書 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

  大津市選挙管理委員会委員長 

 

 

候補者             

住 所            

党派名            

氏 名            

                              （電話   －       ） 

 

    年  月  日執行の      選挙における選挙公報の掲載を受けたいので、掲載文を添え

て申請します。 

 

備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこ

と。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 

様式第13号及び様式第14号を次のように改める。 
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様式第13号（第21条関係） 

 

選挙公報掲載申請撤回申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

  大津市選挙管理委員会委員長 

 

候補者             

住 所            

党派名            

氏 名            

                              （電話   －       ） 

 

    年  月  日に行った  年  月  日執行の      選挙における選挙公報への掲載

の申請を撤回したいので、この旨を申請します。 

 

備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこ

と。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 

様式第14号（第21条関係） 

 

選挙公報掲載文修正申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

  大津市選挙管理委員会委員長 

 

候補者             

住 所            

党派名            

氏 名            

                              （電話   －       ） 

 

     年  月  日に掲載の申請をしました  年  月  日執行の     選挙における選挙

公報掲載文の修正をしたいので、修正掲載文を添えて申請します。 

 

備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこ

と。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 
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様式第17号中「㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。 

備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 様式第21号中 

「 

 第   号 

 

        年  月  日執行 大津市長選挙 

 

政治活動用ポスター証紙交付票 

 

政党その他の政治団体名             

 

証 紙 受 領 責 任 者                  ㊞ 

 

大津市選挙管理委員会  印 

  

 

 

 

                                                    」 

を 

「 

 第   号 

 

        年  月  日執行 大津市長選挙 

 

政治活動用ポスター証紙交付票 

 

政党その他の政治団体名             

 

証 紙 受 領 責 任 者                    

 

大津市選挙管理委員会  印 

 

備考 証紙受領責任者は、本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、証紙受領責任

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

 

                                                    」 

に改める。 

 様式第22号を次のように改める。 
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様式第22号（第38条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

  大津市選挙管理委員会委員長 

 

政 治 団 体 名 

事務所所在地 

電話 

代 表 者 氏 名 

 

     年  月  日執行の大津市長選挙における公職選挙法第201条の９第１項第６号の規定によ

るビラを頒布したいので、届け出ます。 

 

備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理

人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでな

い。 

様式第23号中「㊞」を削り、同様式に備考として次のように加える。 

備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

様式第24号中「㊞」を削り、同様式備考を同様式備考第１項とし、同様式備考に次の１項を加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

様式第25号中「㊞」を削り、同様式備考に次の１項を加える。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

様式第26号中「㊞」を削り、同様式備考に次の１項を加える。 

５ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

 様式第28号から様式第30号までの規定中「㊞」を削る。 

様式第32号中「㊞」を削り、同様式備考を同様式備考第１項とし、同様式備考に次の１項を加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

様式第33号中「㊞」を削り、同様式備考に次の１項を加える。 

４  候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

 様式第35号中「㊞」を削る。 

様式第37号中「㊞」を削り、同様式備考を同様式備考第１項とし、同様式備考に次の１項を加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

 様式第38号中「㊞」を削り、同様式備考に次の１項を加える。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ
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し、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。 

 様式第40号中「㊞」を削る。 

   附 則 

この規程は、令和３年６月15日から施行する。 

 

 

大津市選挙管理委員会規程第２号 

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程（平成８年選挙管理委員会規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

  令和３年６月15日 

  大津市選挙管理委員会 

                         委員長  北  井  征  曉 

様式第２号中「大津市選挙管理委員会委員長   様」を 
「（宛先） 

   大津市選挙管理委員会委員長」
に改め、「㊞」 

を削り、同様式に備考として次のように加える 

備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本

人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

様式第３号中「大津市選挙管理委員会委員長   様」を 
「（宛先） 

   大津市選挙管理委員会委員長」
に改め、「㊞」 

を削り、「すべて」を「全て」に改め、同様式に備考として次のように加える。 

備考 後援団体の代表者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

後援団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

附 則 

 この規程は、令和３年６月15日から施行する。 

 


